
2020年 4月 22日 

各 位 

株式会社 鳥取銀行 

新型コロナウイルス感染症に関する「休日相談窓口」の設置期間の再延長について 

 このたびの新型コロナウイルス感染症により影響を受けられた皆さま方に心よりお見舞い申し上げます。 

株式会社 鳥取銀行（頭取 平井 耕司）では、新型コロナウイルスの感染拡大により影響を受けて

いる事業者さまおよび個人のお客さまからのご相談にお応えするため、3月より「休日相談窓口」を設置 

しておりましたが、当面の間、設置期間を延長いたしますので、お知らせします。 

記 

1. 設置期間

2020年 5月以降の土曜日および日曜日（祝日を除く）

2. 休日相談窓口設置店舗

店舗 営業時間 

鳥取ローンプラザ 

（鳥取市扇町 9-2 とりぎんプラザビル 1階） 

TEL：0857-37-0226 
午前 9：00 ～ 午後 5：00 

米子ローンプラザ 

（米子市東福原四丁目 23-5 米子営業部 3階） 

TEL：0859-32-0271 

3. その他

平日は、出張所およびインストアブランチを除く全営業店に「融資相談窓口」を設置しておりま

す。ゴールデンウィーク期間中につきましては、別紙をご確認ください。

以 上 

《 本件に関するお問い合わせ 》 

経営統括部（白石・髙橋） 

TEL 0857-37-0260 

https://www.tottoribank.co.jp/torigin/news/2020/2020-04-22.pdf



